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大都市制度改革の動向と区のあり方

「特別自治市」構想：当面は制度化の見込みなし

行政区の充実強化

事務執行体制の効率化、専門性と「規模の経済」

一部事務の集約化

事務・権限の分散と集中のバランスをどうとるか
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総合区制度

平成26年地方自治法改正で創設
任期4年・特別職の総合区長を設置可能
総合区長は、総合区の政策・企画の立案、まちづくり、福祉等に関
する事務の他、市長の権限に関する事務のうち条例で定めるものを
執行

その他総合区長は職員任命権、予算に関する市長への意見具申
権をもつ

大阪市を除き、総合区制度導入の意向を示している市はない

市長との政治的一体性：区長公募制との関係

特定の区に関するプロジェクトの推進で活用可？
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各政令指定都市における区民会議等の設置状況について
札　幌　市 仙　台　市 さいたま市

区民会議設置区数 10区　/　全10区 設置していない 10区　/　全10区

名称 ○区区民協議会等、区毎に異なる。 区民会議

設置根拠
区民協議会設置・運営要綱など

（区により異なる）

区民会議及び市民活動ネットワークに関する基本
方針（全市統一）
区民会議設置要綱　（区により異なる）

位置づけ（諮問の有無） 連絡調整・情報共有機関等　（諮問なし） 協議会　（諮問なし）

会議の形態 行政主導型・区民自発型　（区により異なる） 行政主導型　※区民自発型となる場合もあり得る

設置年月日 区により異なる 平成15年5月1日

議会議員の就任 区により異なる 不可

・可の場合、実際の就任の有無 なし ―

・就任有の場合の肩書 ― ―

委員数 20人　～　120人程度　（区により異なる） 20人程度

委員構成
　　連合町内会、連絡協議会、校長会、ＮＰＯ団体、
　　地域団体等

　各種団体又は市民活動団体推薦委員、公募委
   員、区長推薦委員、学識経験者等

委員の選任方法
学校、町内会、企業等、地域関係団体から幅広く
選任するなど、地域の状況により区毎に異なる。

居住地域や男女のバランスに配慮するとともに、各
種団体、企業、学識経験者、外国人、公募など、区
の特徴・特性を生かした幅広い人材の選出に努め
る。委員は区長が委嘱する。

任期
委員として任命していない区は任期無（要綱により
委員・役員の任期を定めている区も有）

2年
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※内容は当日資料と同じものですが、
　解像度の関係から一部編纂しています。



区民会議設置区数

名称

設置根拠

位置づけ（諮問の有無）

会議の形態

設置年月日

議会議員の就任

・可の場合、実際の就任の有無

・就任有の場合の肩書

委員数

委員構成

委員の選任方法

任期

相模原市 新　潟　市 静　岡　市

3区　/　全3区 8区　/　全8区 設置していない

○区区民会議 区自治協議会

附属機関の設置に関する条例
（全市統一）

新潟市自治基本条例
新潟市区自治協議会条例

（全市統一）

附属機関　（諮問あり） 附属機関　（諮問あり）

行政主導型 行政主導型

平成22年4月1日 平成19年4月1日

不可 不可

― ―

― ―

25人以内
30人以内（人口10万人を超える区は超える人口が1
万人を増すごとに1人を加える）

市内22の地区に設置されたまちづくり会議（任意団
体）の代表者、公益的団体の代表者、学識経験者、
公募市民等

　地域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会、公共的団体等、学識経験者、
　公募等

　関係団体については、市長名で推薦を依頼してい
る。公募市民については、公募委員選考委員会によ
り選考する。いずれも市長が委嘱する。

　委員１０名以内で構成する推薦会議で、委員構成
を検討し、推薦団体や公募委員等の選考を行い、区
自治協議会で議決のうえ、市長へ推薦する。

2年（補欠委員の任期は、前任者の残任期間） 2年
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区民会議設置区数

名称

設置根拠

位置づけ（諮問の有無）

会議の形態

設置年月日

議会議員の就任

・可の場合、実際の就任の有無

・就任有の場合の肩書

委員数

委員構成

委員の選任方法

任期

京都市 大　阪　市 堺　　市

11区　/　全11区 24区　/　全24区 7区　/　全7区

区民まちづくり会議（総称。区により名称が異なる） 区政会議 区民評議会

各区で定める設置要綱
　区政会議の運営の基本となる事項に関する条例　（全市統一）
　区政会議の委員の定数の基準及び会議録等の公表等に関する規則　（全市統一）
　○○区区政会議運営要綱　（区により異なる）

堺市区民評議会条例

懇談会等　（諮問なし） 行政運営上の会合　（諮問なし） 附属機関（諮問あり）

行政主導型 行政主導型 行政主導型

区により異なる
　　＜旧根拠規則の施行（改正）＞平成23年7月22日
　　＜根拠条例、根拠規則、各区運営要綱の施行＞平成25年6月1日

平成27年4月1日

可

なし

―

区により異なる 15人以内

　区によって異なるが、自治会組織、各種団体、学識経
験者、企業関係者、大学生、ＮＰＯ法人、市民公募委員
など、様々な分野から幅広く区民に参画いただいている
ケースが多い。

・区域内において公益的な活動に従事する者
・学識経験者
・公募に応じた者　など

区長から依頼する 　区長の選任に基づき市長が委嘱

2年 2年 　２年

議会議員の就任については、条例上何ら規制してい
るものではないが、議会議員には市議会という場で
ご審議いただきたいと考えているので、委員として就
任していただくことは想定していない。

（委員数）
　区政会議の委員の定数に係る基準について、規則第3条第1項において、「10人以上50人
以下の範囲内で区長が定める」と規定している。（定数は区により異なる）なお、同条第2項
で、「公募等（公募その他の広く区民等のうちから委員を選定する方法をいう。以下同じ。）に
よる委員（当該委員が任期満了後に引き続き選定された場合を含む。）の定数は、委員の定
数の10分の１未満であってはならない。」と規定している。

（委員構成・委員の選任方法）
　区政会議の委員については、条例第4条第1項において、「（１）区民等　（２）学識経験を有
する者その他区長が適当と認める者」のうちから区長が選定した者に委託すると規定してい
る。なお、同条第3項で、「区長は、委員の選定に当たっては、公募を活用するなどその構成
が区民等の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。」と規
定している。

　市会議員については、条例第8条第1項において、「選出された選挙区の区の区政会議に
出席し、区政会議における議論に資するために必要な助言をすることができる。」と規定して
おり、その他の議員については、同条第2項で「区長は、必要があると認めるときは、関係者
の区政会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。」と規定している。
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区民会議設置区数

名称

設置根拠

位置づけ（諮問の有無）

会議の形態

設置年月日

議会議員の就任

・可の場合、実際の就任の有無

・就任有の場合の肩書

委員数

委員構成

委員の選任方法

任期

北九州市 福　岡　市 熊　本　市

設置していない 設置していない 5区　/　全5区

○区まちづくり懇話会

熊本市○区まちづくり懇話会設置要綱
（区により異なる）

懇談会　（諮問なし）

行政主導型

平成25年4月1日

不可

―

―

20人以内

　校区連絡会議からの推薦者、公募、区長が必要と
認める者

区長が選任

2年
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